
第４庁舎第７
会議室

工 事 概 要

月 5 日 40

見　積　結　果　報　告　書

汐立汚水ポンプ場

見積日時・場所

氏　名

分令 和 8 年 2 9

昱機電株式会社向洋電機事業所　 所長付　髙橋　久二

契約の相手方

住　所

汐立汚水ポンプ場ポンプ井水位計修繕

時

岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号

契 約 金 額

工 事 名

令 和自 8 2 日

2,123,000 円

3

年

月 27

月 9

至

投込式水位計交換　1式

令 和 8 日年

　仮設の水位計（上水道用）は既設の水位計と型式が異なるため、水位計の取り
付けに際して計装盤の電子機器類の取り外し及び設定の変更を行っている。

　そのため、当該機器の構造及び調整方法を熟知している当該業者（水位計の
施工業者かつ応急復旧の対応業者）でなければ対象設備の本復旧を実施でき
ないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、当該業
者を選定して随意契約とするものである。

随意契約理由

工 事 場 所

工 期



業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

1,930,000
決
定

1
昱機電㈱向洋電機事
業所

〇

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

円

1,930,000 円決 定 価格 （税 抜）

2,050,000予 定 価格 （税 抜）


